
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  情報基盤強化税制 

Ｑ：情報基盤強化税制が改正されるそうで

すが、どのようになるのですか？  

 

Ａ：一定のソフトウェアが追加されるとと

もに、取得価額要件が70万円に下げられまし

た。 

【解説】 

情報基盤強化税制とは、一定の資産を取得

した場合に特別償却又は税額控除が認められ

る制度ですが、今年度の改正では次の要件が

見直されました。 

なお、通常の改正は４月１日以後開始事業

年度から適用されるのですが、この制度につ

いては早期適用を促す観点から、この４月１

日以後終了する事業年度から適用できること

とされていますので注意が必要です。 

①  対象設備 

部門間・企業間で分断されている情報シス

テムを連携する一定のソフトが付け加わ

りました。 

②  取得価額 

資本金１億円以下の法人の対象となる設

備の取得価額の合計額が300万円以上から

70万円以上に引き下げられました。 

③  適用限度額 

資本金が10億円超の法人については、対象

設備の取得価額の合計額のうち、200億円

を限度とすることとされました。(この改

正は、この４月１日以後事業の用に供した

設備が対象となります) 
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